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火葬等許可事務は、墓地、埋葬等に関する法律（昭和23年法律第48号）に基づき市区町村が行う、死

体火葬許可証、死体埋葬許可証、死胎火葬許可証、死胎埋葬許可証及び改葬許可証の作成及び交付に係

る事務である。

火葬等許可事務を処理するために各市区町村が保有する火葬等許可事務システムについては、従来、

国統一の標準仕様書は無く、多くの場合、戸籍情報システム及び人口動態調査事務システムと一体のシ

ステムとして開発・導入され、一部では住民記録システムと一体のシステムとして開発・導入される事

例等も見られるという実態の下、各市区町村にて個別にその運用が行われてきたところである。

このような中、令和５年３月29日に公布・施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する

法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令の一部を改正する政令」（令和５年政令第78

号）による 「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務

を定める政令」 （令和４年政令第１号）の一部改正等により、火葬等許可事務も「地方公共団体情報シ

ステムの標準化に関する法律」（令和３年法律第40号。以下「標準化法」という。）第２条第１項に規

定する標準化対象事務と位置付けられることとなり、各市区町村が保有する火葬等許可事務システムは、

標準化法第８条第１項に基づき、標準化法第５条第２項第４号に規定する標準化基準に適合した標準準

拠システムへと移行しなければならないこととなった。

このような経緯を踏まえ、厚生労働省においては、令和５年８月31日に火葬等許可事務システム標準

仕様書【第1.0版】を策定・公表したところであるが、引き続き、標準化法の下に示される政府方針や関

連制度・システムのその後の動向、技術的調整の結果等を踏まえ、その改定に向けた検討を行う必要が

ある。

背景と目的
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作業者 7月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月

検討会

全国意見照会

標準仕様書作成
事業者

開発事業者
（６ベンダー）

自治体
（茨城県五霞町、
東京都新宿区、東
京都大田区、東京
都渋谷区、東京都
江戸川区、愛知県
岡崎市、広島県広
島市、福岡県春日
市、沖縄県今帰仁
村）

第１回（10/３）

• 標準仕様書【第2.0版】の作成スケジュールは下記のとおり。

第２回（11/６） 第３回（1/10）

標準仕様書【第2.0版】
公表（1/31）

標準仕様書【第2.0版】作成スケジュール

4

アンケート
回答

標準仕様書
改定素案作成

アンケート
回答

意見反映
意見
反映

全国意見照会
（11/18～
12/６）

意見反映
意見
反映

アンケート発出
（７/16） アンケート

集計
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• 先般実施した全国意見照会において寄せられた意見を精査した結果、標準仕様書改定案への反映
が必要と考えられる意見はございませんでした。

• ただし、事務局において改定が必要と判断した事項があるため、改定事項を追加します。
• その他事務局からの説明事項として、墓地、埋葬等に関する法律施行規則の改正について、本資

料にて説明を行います。

第２回検討会以降の検討内容

No. カテゴリ 改定項目 影響箇所 備考

１ 全国意見照会の結果 反映が必要と考えられる意見は
ございません。

- -

２ 事務局において改定が必
要と判断した事項

• 誤記の修正
• 重複する機能要件の削除等

• （別紙1）業務フロー
• （別紙2-1）機能・帳票要件

-

３ その他事務局からの説明
事項

• 墓地、埋葬等に関する法律
施行規則の改正について

- -
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全国意見照会の結果報告



No. 区分
標準仕様書改定案への反映

有 無

１ システムの機能（帳票等） 0 21

２ システムの機能（入力等） ０ 7

３ その他 0 11

計 ０ 39

合計（18自治体） 39
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全国意見照会の結果
• 全国意見照会の結果、18自治体から合計39件の意見が寄せられた。

• 今回寄せられた意見を事務局で精査した結果、標準仕様書改定案への反映が必要と考えられる意見はなかっ

た。

※ その他、標準仕様書改定案以外の文書に関する質問が２件あった。



No.
対象となる
ドキュメント

意見 回答

１ 本編 死胎埋火葬許可証交付済証明を発行する機能
を追加すること。
運用上必要な機能であるため。

御指摘の「死胎埋火葬許可証交付済証明」の作成・発
行については、火葬等許可事務に関する一連の業務フ
ロー外で行われる事務であり、今般の標準化の対象で
はないと考えられることから、これに係る機能の実装
は見送ることとさせていただきます。

２ （別紙1）
業務フロー

1.1.死体火葬許可証、死体埋葬許可証作成・
印刷について
斎場使用許可申請書、斎場使用許可証の発行
機能を追加すること。
運用上必要な機能であるため。

実装の有無や具体的な様式等は火葬等許可事務システ
ムを開発・提供するベンダーの判断によるものの、斎
場利用許可申請書及び斎場利用許可証を作成・出力す
る機能については、標準オプション機能として既に盛
り込んでいるところです。
他方で、業務フローについては、飽くまで火葬等許可
事務システム標準仕様書の定める機能要件に対応した
モデル的な業務フローを示すためのものですので、御
理解願います。

３ （別紙1）
業務フロー

1.2.死胎火葬許可証、死胎埋葬許可証作成・
印刷について
斎場使用許可申請書、斎場使用許可証の発行
機能を追加すること。
運用上必要な機能であるため。

実装の有無や具体的な様式等は火葬等許可事務システ
ムを開発・提供するベンダーの判断によるものの、斎
場利用許可申請書及び斎場利用許可証を作成・出力す
る機能については、標準オプション機能として既に盛
り込んでいるところです。
他方で、業務フローについては、飽くまで火葬等許可
事務システム標準仕様書の定める機能要件に対応した
モデル的な業務フローを示すためのものですので、御
理解願います。
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全国意見照会で寄せられた意見と回答（システムの機能（帳票等））①



No.
対象となる
ドキュメント

意見 回答

４ （別紙2-1）
機能・帳票要件

機能ID「0390032」において、標準オプショ
ン機能として定められている斎場利用許可申
請書、火葬場使用許可申請書、斎場利用許可
証について、下記の内容を様式に含めること
はできますか。
また、様式に含めることが困難な場合、Ａ４
下半分から下３分の１程度の空欄がほしいで
す。
・火葬日時及び使用料
・式場の使用日時及び使用料
・待合室の使用日時、部屋数及び使用料
・霊きゅう自動車の出棺日時、使用料及び配
車地出棺場所
・使用料減額の金額
・使用料領収金額
・収入年月日、出納員、出納印
・備考欄
（理由）当自治体では現在、火葬許可証と斎
場使用許可証と霊きゅう自動車使用許可証を
１枚に併せて発行しているため。

斎場利用許可申請書等、標準オプション機能として
いる帳票を実装する場合の様式については、帳票詳
細要件及び帳票レイアウトを定めている改葬許可証
を除き、火葬等許可事務システムを開発・提供する
ベンダーの判断によることとなります。
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全国意見照会で寄せられた意見と回答（システムの機能（帳票等））②



No.
対象となる
ドキュメント

意見 回答

５ （別紙2-2）
管理項目

死胎埋火葬の管理項目について
この項目では「性別」、帳票レイアウトだと
「死児の性別」、表記は統一しないのでしょ
うか。

管理項目の名称については、各許可証・申請書に印字
する文言どおりである必要性はない一方で、項目に
よっては一致させることが困難なものもあることから、
管理項目と帳票レイアウトとで項目名を統一すること
とはしていません。

６ （別紙3）
帳票詳細要件

1.1.死体火葬許可証の死亡の場所について
（連番11）
A４縦判となったことで、横判よりも欄の表
示は狭くなりましたが、長い住所表記の場合
は、２行・３行と改行して表示されるか？
また、「死亡者の住所」欄の印字編集条件で
は、住所の先に方書を設ける場合スペースを
空ける必要があると読めます。死亡の場所に
ついて、現在は、住居内でなく（線路上や駐
車場などの）屋外で亡くなった場合、スペー
スを空けないことで許可証に表示できるとの
取扱いをしていますが、住所の取扱いと同様
にスペース必須となると表示がされなくなり
そうにも思います。

通常の文字サイズを用いた場合の１行当たりの文字数
や、通常の文字サイズでは１行に収まらない場合の処
理としてどのような方法を採用するのかについては、
火葬等許可事務システムを開発・提供するベンダーの
判断によることとなります。
また、「方書まで記載の場合は方書の前に全角スペー
ス」との印字編集条件は、「死亡の場所」について付
しているものではありませんが、その点をおくとして
も、全角スペースの後に入力されている事項を印字し
ないということを意味するものではありません。
なお、火葬等許可事務システム標準仕様書上、火葬許
可証等の用紙サイズをＡ４とは定めておらず、これに
ついても火葬等許可事務システムを開発・提供するベ
ンダーの判断によることとなります。
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全国意見照会で寄せられた意見と回答（システムの機能（帳票等））③



No.
対象となる
ドキュメント

意見 回答

７ （別紙3）
帳票詳細要件

1.1.死体火葬許可証の再交付日について（連
番17）
再交付が７回・８回と繰り返された場合、最
新の日付のみ表示するのでしょうか？

御認識のとおりとすることを想定しています。

８ （別紙3）
帳票詳細要件

1.1.死体火葬許可証の再交付について
現在は戸籍届書の決裁後、火葬許可証の出力
はできないが、新システムにおいても同様
か？

火葬等許可事務システム標準仕様書上、お尋ねのよ
うな形での出力制限を設けることとはしていません。

９ （別紙3）
帳票詳細要件

1.1.死体火葬許可証の市区町村長名について
（連番19）
自治体によっては長い名称があります。さら
に職務代理者を設けた場合は、「●●市区町
村長職務代行者●●市区町村副市区町村長」
といった長い肩書となります。このスペース
は確保されていると見込んでよいか？

通常の文字サイズを用いた場合に御指摘の欄に印字
することができる文字数や、通常の文字サイズでは
当該欄に収まらない場合の処理としてどのような方
法を採用するのかについては、火葬等許可事務シス
テムを開発・提供するベンダーの判断によることと
なります。
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全国意見照会で寄せられた意見と回答（システムの機能（帳票等））④



No.
対象となる
ドキュメント

意見 回答

10 （別紙3）
帳票詳細要件

「死亡年月日時」や「分べん年月日時」とし
て「頃」や「下旬」等を入力することもある
ため、印字条件を限定はしないで欲しいです。

「死亡年月日時」や「分べん年月日時」のいずれにつ
いても、任意の文字列での入力も可能とすることを想
定しています。
これらの項目の年月日・時刻に関する印字編集条件は、
飽くまで年月日の表記には「和暦」を使うこと、時刻
の表記には「午前／午後」を使うことを指定するもの
であり、いかなる場合においても「元号〇〇年〇〇月
〇〇日午前／午後〇〇時〇〇分」という形で印字され
なければならないということを意味するものではあり
ません。

11 （別紙3）
帳票詳細要件

1.2.死胎火葬許可証の父母の本籍（住所）に
ついて（連番４）
嫡出でない場合は一行で表示するものとし、
改行して「母の本籍（住所）」との表記があ
ります。見出しは「父母の本籍」のままで、
本文欄に母の本籍（住所）〇〇・・・と表示
する、という意味でしょうか？
「父」以降を空欄で表示するよりも適切な表
記と思います。

嫡出でない場合における死胎火葬許可証等の「父母の
本籍」欄については、項目名は「父母の本籍」のまま
とした上で、当該項目の記載欄に、母の本籍の記載の
みを印字することを想定しています（嫡出でない場合、
当該記載欄において、本籍の記載の前に「母の本籍」、
「母」等の文言を印字することは想定していませ
ん。）。「父母の住所」欄についても同様です。
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全国意見照会で寄せられた意見と回答（システムの機能（帳票等））⑤



No.
対象となる
ドキュメント

意見 回答

12 （別紙4）
帳票レイアウト

死体火葬許可証に、備考欄を設けることはで
きないでしょうか。
（理由）当自治体では現在、備考欄に「献
体」、「減免理由」、「住所等の補正」等を
記入しているため。

帳票詳細要件及び帳票レイアウトを定めている各帳
票の現在の様式において、現行の墓地、埋葬等に関
する法律施行規則において定められている記載事項
以外にいかなる事項を記載しているかについては自
治体によって様々であり、これを画一的に定めるこ
とは困難であることから、御指摘の対応をすること
はできませんが、帳票の出力後、各自治体の判断に
より任意の記載を追記することは差し支えありませ
んので、御理解願います。

13 （別紙4）
帳票レイアウト

火葬許可と埋葬許可それぞれの様式になって
いるが、実際のところ、埋・火葬許可として、
埋葬と火葬が一体となった申請と許可を行っ
ている。埋葬と火葬が一体となったものを申
請交付することも想定してほしい。

墓地、埋葬等に関する法律施行規則上、「火葬許可
証」と「埋葬許可証」についてはそれぞれ別の様式
が定められているほか、火葬の許可と埋葬の許可を
１通の許可証を交付することにより行う必要性があ
る場面が想定し難いことから、それぞれ別の帳票と
して、帳票詳細要件及び帳票レイアウトを定めてい
ます。
なお、御指摘の「埋葬許可」が、墓地、埋葬等に関
する法律施行規則第８条の記入等を行った火葬許可
証を返却することを指すのであれば、同条に定める
事項の記入等は、死体火葬許可証・死胎火葬許可証
の帳票レイアウト中、「令和 年 月 日
午前・午後 時 分 火葬」との文言が印字さ
れている箇所にすることを想定しています。
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全国意見照会で寄せられた意見と回答（システムの機能（帳票等））⑥



No.
対象となる
ドキュメント

意見 回答

14 （別紙4）
帳票レイアウト

「死体火葬許可証」、「死胎火葬許可証」に
ついて
欄外の「令和 年 月 日 午前・午
後 時 分 火葬」という印字につい
てですが、この欄は火葬場がこの書類を火葬
済証明（埋葬許可証）として遺骨と併せてお
返しする際に書き込むための欄と推測するが、
火葬場側の強い希望や欄が無いと不便だとい
う要望でもない限り、印字はしない方が良い
と思われます。
理由は、火葬前にこの欄に書き込んでしまう
遺族が必ずいると思われるからです。特に死
産届は、胎児の父母が届出に来ることが多い
ため、欄外について書き込まれてしまう可能
性がさらに高まる。火葬済の証明欄は埋葬の
ために厳格に必要とされる事項なので、遺族
自身の手で書き加えてしまうような誘因は除
いておく方が良いと考えます。

御指摘の項目は、墓地、埋葬等に関する法律施行規
則第８条に基づき必ず記載することになるものであ
る一方で、同規則上、記載する位置等については特
に定められていないことから、今般のシステム標準
化の趣旨を踏まえ、火葬許可証を出力する際にはあ
らかじめ印字しておくこととしたものですので、御
理解願います。
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全国意見照会で寄せられた意見と回答（システムの機能（帳票等））⑦



No.
対象となる
ドキュメント

意見 回答

15 （別紙4）
帳票レイアウト

「改葬許可証」について
ほとんど出ることのない「死産児の改葬許可
証」であった時のための丸括弧による注釈が
多すぎて、とても見づらいです。欄外に
（注）として、死産の場合は、「死亡者の本
籍・住所・氏名」は父母についての情報であ
り、「死亡年月日」は分娩年月日である。と
の記載はいかがでしょうか。

御指摘の点については、令和６年11月１日に公布さ
れた墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部を改
正する省令（令和６年厚生労働省令第150号）による
改正後の墓地、埋葬等に関する法律施行規則別記様
式第３号においても同様としているものですので、
御理解願います。

16 （別紙4）
帳票レイアウト

複数体の許可を出す際に使用する「改葬許可
証別紙」について
左上の発行番号「第〇〇〇〇号」は不要では
ないか。
該当の死亡者への番号は表に記載があるため、
１枚目に出す改葬許可証の発行番号があるの
は紛らわしい。

改葬許可証と改葬許可証別紙とが散逸した場合等で
あっても、両者の紐づけが可能となるよう、改葬許
可証別紙においても発行番号を印字することとして
いるものですので、御理解願います。

17 （別紙4）
帳票レイアウト

「改葬許可証」について、表中の死亡者に関
する事項を複数件記載できないでしょうか。

複数の死体等の改葬について許可証を作成・発行す
る場合、改葬許可証別紙を使用することとしていま
すので、当該別紙を御使用願います。

15
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No.
対象となる
ドキュメント

意見 回答

18 （別紙4）
帳票レイアウト

帳票レイアウトに、改葬許可申請書が示され
ていない。

改葬許可申請書については、埋火葬の場合における
死亡届や死産届のように、同時に提出されるのが一
般的と思われる届出等がなく、自治体において改葬
許可申請書を作成する場面が想定し難いことから、
その作成・発行に係る機能は実装しないこととして
います。

19 － 本編の「1.背景」において、「地方自治体ご
とに様式・帳票が異なることによる住民等の
負担」が挙げられており、改葬許可において
も、（別紙４）帳票レイアウトで「改葬許可
証」が示されているところです。
今後、改葬許可オプションを使用しない場合
も含め、改葬許可証、改葬許可申請書につい
て「各自治体、統一的な様式を使用すべき」
などの通知、助言などを示される想定はあり
ますか。

お尋ねのような通知等を発出する予定はありません
が、改葬の許可に関する事務の処理に当たって火葬
等許可事務システムを使用するか否かにかかわらず、
墓地、埋葬等に関する法律施行規則においては、改
葬許可申請書の記載事項や改葬許可証の様式につい
ても定められているところです。

20 － 標準化システムから出力する外部帳票に、斎
場使用許可証を加えることを要望します。
市町村では業務フローにおいて、死亡届受理
後に火葬・埋葬許可証を発行するとともに、
斎場の使用許可証も同時に発行し交付します。

実装の有無や具体的な様式等は火葬等許可事務シス
テムを開発・提供するベンダーの判断によるものの、
斎場利用許可証を作成・出力する機能については、
標準オプション機能として既に盛り込んでいるとこ
ろです。

16
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No.
対象となる
ドキュメント

意見 回答

21 － 火葬等許可事務システムについて、今後死亡
者が多数発生する災害等が発生し、平成23年
３月14日付健衛発0314第１号通知と同様の
特例措置が行われる場合に即時対応するため、
埋火葬許可証に代わる証明書（特例許可証）
の発行機能を実装または標準オプションとし
て整備されたい。

御指摘の通知発出後の平成25年に行われた災害対策
基本法の一部改正により設けられた同法第86条の４
や他の法律における同種の規定に基づく墓地、埋葬
等に関する法律の特例においては、「埋火葬許可証
に代わる証明書（特例許可証）」を市区町村が発行
することとはしていません。そのような取扱いを特
例措置として実施する可能性がないとまで断定する
ものではありませんが、いずれにせよその方法・内
容等は実際に生じた災害等の状況に応じて判断され
るべきものであり、現時点においてこれを作成・発
行することを前提に御指摘の機能を火葬等許可事務
システム標準仕様書に盛り込むということは困難で
す。
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No.
対象となる
ドキュメント

意見 回答

１ 本編 P.31の「時間」の編集方法について、「午前
中頃」や「昼頃」のように時間表記がない場
合には、全角数字だけでは、入力できないが、
この場合は日付など他の項目において、任意
入力する対応でよいか。

「時間」を入力することになる「死亡年月日時」や
「分べん年月日時」のいずれについても、任意の文
字列での入力も可能とすることを想定していますが、
具体的な入力方法等の詳細は、火葬等許可事務シス
テムを開発・提供するベンダーの判断によることと
なります。

２ （別紙2-1）
機能・帳票要件

帳票の発行年月日の任意設定機能に係る実装
類型等の変更について
実装必須機能から標準オプション機能への変
更となっていますが、当自治体では記載に誤
りがあった場合等の差し替え対応も行ってい
ます。
発行年月日の日付変更ができなくなることは
実務上問題があると考えます。

御指摘の機能については、発行年月日の変更をする
ことがない自治体や機能実装をしていないベンダー
も存在しているという現状のほか、実装に懸念を示
す意見もあるということを踏まえ、標準オプション
機能に変更することとしたものですので、御理解願
います。

３ （別紙2-1）
機能・帳票要件

大項目03「改葬許可証」の機能要件において、
複数人改葬への対応について示されています
が、１レコードで対応可能な改葬人数の標準
は設定されますか？

最大9,999件の改葬許可について１レコードで対応が
可能とすることを想定しており、そのため、デジタ
ル庁が定める基本データリストにおいても、同庁と
協議の上、改葬許可の対象を識別するための「行番
号」の桁数を４桁としています。
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No.
対象となる
ドキュメント

意見 回答

４ （別紙3）
帳票詳細要件

1.1.死体火葬許可証の死亡者の氏名について
（連番６）
外国人の場合は氏と名の間に「，」を入れま
すが、火葬許可証においても同様か？

火葬等許可事務システム標準仕様書上、外国人の氏
名を記載する場合における「，」の有無について特
段要件は定めていません。

５ （別紙3）
帳票詳細要件

1.1.死体火葬許可証の死亡年月日時について
（連番10）
推定の場合は“推定”と記載する、とあります
が、不詳の場合などの記述があるとよい。

御指摘の点については、（別紙2-1）機能・帳票要件
において、「不詳の場合は『不詳』等と入力する」
としているところです。

６ （別紙4）
帳票レイアウト

死胎火葬許可証、死胎火葬許可申請書、死胎
埋葬許可証、死胎埋葬許可申請書中「父母の
本籍」について、死産届書では「都道府県
名」のみ記載させるため、許可証・許可申請
書についても都道府県名のみ出力できればよ
いのではないか。

墓地、埋葬等に関する法律施行規則上、「本籍」と
して都道府県名のみを記載するとは定めていないこ
とから、火葬等許可事務システム標準仕様書上も、
御指摘のような要件は設けていません。

７ － 火葬許可証作成時、現行どおり住所や本籍を
「〇県〇市〇町〇丁目」等まで選択式で入力
できるようにしてほしいです。

住所等の入力をする際には、デジタル庁のアドレ
ス・ベース・レジストリやベンダーが用意するマス
タによる住所辞書等を活用する方法が考えられます
が、いずれの機能を実装するか、あるいはいずれも
実装しないかは、火葬等許可事務システムを開発・
提供するベンダーの判断によることとなります。
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No.
対象となる
ドキュメント

意見 回答

１ 本編 今回の仕様では「火葬等許可事務システム」
等の自治体間連携は含まれていないように見
受けますが、その理解であっていますか。
また、今後、自治体間連携を検討される想定
はありますか。

自治体間の連携は想定しておらず、現時点では、検
討の予定もございません。

２ 本編 死亡届の届書入力を行わなくとも死体埋火葬
許可証を発行する機能を追加すること。
死体埋火葬許可証が早急に必要な場合など運
用上必要なため。

火葬等許可事務システム標準仕様書において示して
いる業務フローは、同仕様書の定める機能要件に対
応したモデル的な業務フローを示すものであり、各
自治体における実際の業務フローを拘束するもので
はありません。
実際にいかなる業務フローにより業務を処理するの
かについては、各自治体の実情等に応じて、引き続
き、適切に御判断願います。

３ （別紙1）
業務フロー

死亡届による火葬等許可証作成・印刷先処理
フローを追加すること。
運用上必要な機能であるため。

火葬等許可事務システム標準仕様書において示して
いる業務フローは、同仕様書の定める機能要件に対
応したモデル的な業務フローを示すものであり、各
自治体における実際の業務フローを拘束するもので
はありません。
実際にいかなる業務フローにより業務を処理するの
かについては、各自治体の実情等に応じて、引き続
き、適切に御判断願います。
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No.
対象となる
ドキュメント

意見 回答

４ （別紙1）
業務フロー

死産届による火葬等許可証作成・印刷先処理
フローを追加すること。
運用上必要な機能であるため。

火葬等許可事務システム標準仕様書において示して
いる業務フローは、同仕様書の定める機能要件に対
応したモデル的な業務フローを示すものであり、各
自治体における実際の業務フローを拘束するもので
はありません。
実際にいかなる業務フローにより業務を処理するの
かについては、各自治体の実情等に応じて、引き続
き、適切に御判断願います。

５ （別紙1）
業務フロー

各業務の事務フローには、「交付の記録」と
して交付簿に記入を行うよう記載されている。
今回の標準事務フローが作られるまで、火葬
等の許可証の交付記録の管理方法は各市町村
ごとに異なっていると思われるが、今回の事
務フローは交付記録の管理方法についても統
一した方法で行うという認識で合っているか。
それとも今まで同様、火葬等の許可証の交付
記録の管理方法は、各市町村ごとに管理方法
を定めて管理を行うということか。
管理方法を統一する場合、様式はあるのか。
また、交付の記録について、例えば統計調査
等に利用される等、各市町村がそれぞれ管理
を行うため以外に利用する機会はあるのか。

火葬等許可事務システム標準仕様書において示して
いる業務フローは、同仕様書の定める機能要件に対
応したモデル的な業務フローを示すものであり、各
自治体における実際の業務フローを拘束するもので
はありません。
実際にいかなる方法で交付の記録を管理・利用する
のかについては、各自治体の実情等に応じて、引き
続き、適切に御判断願います。
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６ （別紙1）
業務フロー
（別紙2-2）
管理項目

改葬許可事務のフロー図及び管理項目におい
て、死亡者や申請者情報を住基システムから
取得することとなっていますが、改葬におい
て死亡者が市民とは限りません。住基システ
ムも戸籍システム同様他自治体の情報が確認
できるようになるのでしょうか？

他自治体の住民記録システムの情報を参照可能とす
ることは想定していません。
なお、戸籍情報システムとの連携に関しても、死亡
届の情報についてファイル連携する機能を標準オプ
ション機能としていますが、飽くまで同一自治体内
での連携を想定したものであり、他自治体の戸籍情
報システムからの連携は想定していません。

７ （別紙2-2）
管理項目

今回新たに追加された項目名は「～の振り仮
名」となっているが、これは法律上の「振り
仮名」という意味であって、外国人の場合等、
法律上の振り仮名が存在しない場合は入力し
ないという理解でよいのか。
検索等の用途で利用する想定であれば、必ず
しも法律上の「振り仮名」でなくてもよく、
項目名についてもそれが分かるようにした方
がよいのではないか。

管理項目等における「振り仮名」の項目については、
氏名の振り仮名法制化に伴い、他システムからの
データ連携を想定して設けたものになりますが、各
許可証に表示されるものではないことから、入力す
る内容のほか、そもそも入力するか否かについても
各自治体の任意とすることを想定しています。
なお、「振り仮名」という表記自体は、必ずしも戸
籍に記載されるものに限って用いられるものではな
く、公用文等において一般的に用いられるものと承
知しています。
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８ （別紙3）
帳票詳細要件

1.1.死体火葬許可証の手書きの作成について
システムで対応していない文字があった場合、
これまではシステム上、対応する正字で入力
し、火葬許可証は手書きで対応していました。
こういったケースの取扱いは可能か？

各自治体が利用している火葬等許可事務システムに
ついては、原則として令和７年度末までに、火葬等
許可事務システム標準仕様書に定める基準に適合し
たシステムに移行していただく必要がありますが、
今般のシステム標準化後も、システムを利用しない
方法による事務処理を行うことは引き続き可能です。

９ － 当自治体では、『死体火葬許可証』『死体埋
葬許可証』『死胎火葬許可証』『死胎埋葬許
可証』は市民部門、『改葬許可証』は環境部
門で対応している。
前者は死亡届と一体の業務のため戸籍システ
ムに実装するのが一般的だと思うが、後者は
戸籍届出と一体の業務ではない。
戸籍システムはセキュリティ上、他の業務に
使用することは難しい。
よって、『改葬許可証』のみを独立システム
にすることは可能か？

改葬の許可に関する事務についても標準化対象事務
とされており、これを処理するためのシステムを整
備する場合、当該システムは火葬等許可事務システ
ム標準仕様書に準拠している必要があることから、
改葬の許可に関する事務を処理するための機能しか
有しないシステムを整備することはできません。
なお、火葬等許可事務システムに改葬許可証の作
成・発行に係る機能を実装する場合において、火
葬・埋葬の許可と改葬の許可とで、処理を担当する
部署が異なり得ることを想定して、組織・職務等で
の操作権限の設定を標準オプション機能としていま
す。
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10 － 改葬許可証について、現状システム化されて
いない（エクセルで管理など）自治体につい
ては、引き続き、非システム化でよいのか？

各自治体が利用している火葬等許可事務システムに
ついては、原則として令和７年度末までに、火葬等
許可事務システム標準仕様書に定める基準に適合し
たシステムに移行していただく必要がありますが、
今般のシステム標準化後も、システムを利用しない
方法による事務処理を行うことは引き続き可能です。

11 － 火葬等許可事務のシステム化による市民サー
ビスの低下を防ぐために行政コストの増加を
招く。
火葬等許可事務システムへの参加は任意とし
ていただきたいが、参加を必須とされるので
あれば交付税措置の対象とする旨を明言して
いただきたい。

各自治体が利用している火葬等許可事務システムに
ついては、原則として令和７年度末までに、火葬等
許可事務システム標準仕様書に定める基準に適合し
たシステムに移行していただく必要がありますが、
今般のシステム標準化は、火葬等許可事務システム
を利用していない自治体に対してシステムの導入を
求めるものではなく、システムを利用しない方法に
よる事務処理を行うことは引き続き可能です。
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現
状

方
針

仕
様
書
案

• 標準仕様書（別紙1）業務フロー 1.3.改葬許可証作成・印刷に「交付日、交付番号、改葬の許可を受けたものの住
所、氏名、改葬の場所等を記入」との説明文がある。

• 上記説明文中「改葬の許可を受けたもの」の「もの」を「者」に修正する。

次ページのとおり

誤記の修正



Appendix）標準仕様書の改定箇所

• 標準仕様書（別紙1）業務フロー 1.3.改葬許可証作成・印刷におけるタスクの説明文中、「改葬の許可を受

けたもの」を「改葬の許可を受けた者」に修正する。

■変更前 ■変更後
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• 標準仕様書（別紙2-1）機能・帳票要件の機能ID：0390032において、再交付申請書を含む各種オプション帳票
の作成・出力に係る機能要件が共通機能として定められている。

• 一方、機能ID：0390072及び0390073においても、改葬許可証の再交付申請書の作成・出力に係る機能要件が定
められている。

• また、機能ID：0390032において定義されている各種オプション帳票を実装する場合に、当該オプション帳票の
全てを実装しなくてはならないのか、あるいは任意で選択した帳票のみを実装するということも可能なのかが必ず
しも明確ではない。

• 改葬許可証の再交付申請書の作成・出力に係る機能ID：0390072及び0390073の機能要件については、機能ID：
0390032の機能要件と重複することから、削除する。

• 加えて、機能ID：0390032において定義されている各種オプション帳票については、いずれかの帳票のみを実装
するということも可能である旨を明記する。

次ページのとおり

重複する機能要件の削除等
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Appendix）標準仕様書の改定箇所

• 標準仕様書（別紙2-1）機能・帳票要件中、機能ID： 0390032の「要件の考え方・理由」欄に「いずれかの

帳票のみの実装も可とする。」と追記するとともに、機能ID：0390072及び0390073を削除する。

■変更前

■変更後
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その他事務局からの説明事項



（改正後の墓地、埋葬等に関する法律施行規則（抄））

第一条 墓地、埋葬等に関する法律（昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」

という。）第五条第一項の規定により、市町村長（特別区の区長を含む。以下

同じ。）の埋葬又は火葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申

請書を、同条第二項に規定する市町村長に提出しなければならない。

一 死亡者の本籍、住所及び氏名（死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名）

二 死亡者の性別（死産の場合は、死児の性別）

三 死亡者の出生年月日（死産の場合は、妊娠週数）

四 死因（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十

年法律第百十四号）第六条第二項から第四項まで及び第七項に規定する感染

症、同条第八項に規定する感染症のうち同法第四十四条の九第一項に規定す

る政令により当該感染症について同法第三十条の規定が準用されるもの並び

に同法第六条第九項に規定する感染症、その他の別）（死産の場合を除く。）

五 死亡年月日時（死産の場合は、分べん年月日時）

六 死亡の場所（死産の場合は、分べんの場所）

七 埋葬又は火葬の場所

八 申請者の住所、氏名及び死亡者との続柄（死産の場合は、申請者の住所及

び氏名）
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墓地、埋葬等に関する法律施行規則の改正について

• 墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部を改正する省令（令和６年厚生労働省令第150号）が、令和６年

11月１日（金）に公布された。（一部を除き、令和８年４月１日から施行）

• 今般の改正は、火葬等許可事務システムの標準準拠システムへの移行を進めるに当たり必要な見直し等を

行ったもの。

• 各許可証の様式が横書きにされたほか、申請書の記載事項も含め、項目の見直しや用語の整理等が行われた。

様式の改正例 申請書の記載事項の改正例
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